
特徴

天川村では、天川村商工会が個別相談指導を行い、情報を提供しながら創業者を
支援する。また、天川村役場にワンストップ相談窓口を設置し、総括的な立場とし、村
のホームページなどで情報の広報活動などを積極的に行う。
○証明証発行基準(以下４項目について要該当)
・創業に関する心構え、思案・行動すべき事、交渉・相談相手を整理して理解・認識し
ている
・支援機関の支援を利用した経験を持ち、支援機関の活用方法について理解・認識し
ている。
・天川村商工会で行われる個別相談またはセミナーの修了書を保持している
・公の秩序または善良の風俗を害する恐れがあると認められる事業や、暴力団等の
反社会的勢力ではない

※認定後、ホームページ等で公表を行いますので、公表を前提にして作成してください。

８．創業支援等事業計画の認定申請書について（様式：概要図）

市区町村 天川村
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・天川村商工会

＜全体像＞

・ワンストップ相談窓口の設
置

天川村

・個別相談への対応

天川村商工会

創業希望者、創業者

概 要

天川村においては、天川村役場・天川村商工会が個別に支援を行ってきたが、創業
支援等事業計画により、連携した支援の事業を実施する。具体的には、令和2年4月
から令和7年3月にかけて天川村・天川村商工会が連携し、創業者に対する支援を実
施する。

年間目標数 創業支援対象者数：８人 創業者数：８人
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